
仕様書 
高速鉄道部技術監理課監理担当 

件 名 （単価契約）免税軽油の購入（令和８年４月～９月分） 

納 品 場 所  

竹田車両基地（京都市伏見区竹田西段川原町） 

※竹田保線区分、姉小路電気区分

醍醐車庫（京都市伏見区醍醐高畑町）  

※醍醐保線区分、醍醐電気区分

契 約 期 間  令和８年４月１日 から 令和８年９月３０日 まで 

内 容 

１ 概要 

地下鉄の保守車両用の燃料として免税軽油を購入するもの。 

２ 品目及び規格 

免税軽油 

ＪＩＳ軽油使用ガイドライン（ＪＩＳ・Ｋ２２０４、近畿地

域）に沿ったＪＩＳ規格を満たし、硫黄分が１０ｐｐｍ以下の

もの。 

３ 予定数量 

８，８００Ｌ 

※上記数量は予定であり、最終的な購入数量を保証するも

のではない。

※分割納品（１回あたりの納品量は、２００Ｌ、４００Ｌ又

は６００Ｌの予定）�

４ 発注および納品 

（１）  発注者は納品希望の３営業日前までに発注し、受注者は

事前に納品日時を各現場の担当者と調整する。

（２）  納品時間帯は、午前は８時４５分～１２時、午後は１時

～５時３０分までの間とする。

（３）納品は、ローリーから２００Ｌドラム缶等への給油とす

る。 

（４）発注者の担当者の指示及び立会いのもとに納品するとと

もに、納品書を提出し、担当者の検収を受けるものとす

る。 

５ 非常時の供給 

 地震その他の災害時においても購入物品の安定供給を行う

ものとする。 

物件等調達 



特 記 事 項 等 

１ 本仕様書に記載されていない事項であっても、本仕様書に

付随する業務については誠意を持って対応するものとする。  

２ 本仕様書に記載されていない事項及び不明な事項につい

ては発注者・受注者協議のうえ定めるものとする。  

３ 本契約の契約後において、仕様の軽微な変更が必要となっ

た場合、発注者・受注者協議のうえ、可能な限り誠実に対応す

るものとする。 

４ 支払方法 

月締精算とする。 

請求書類は、竹田保線区と醍醐保線区分は技術監理課宛に、

姉小路電気区と醍醐電気区分は電気課宛に提出する。 




